
（平成２２年８月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 25 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 21 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 1053 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年５月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月から同年７月まで 

平成３年５月に会社を退職後、Ａ職として働いていたが、同年秋ごろ、

国民年金保険料を滞納するとＡ職として会社では働けないと聞き、申立期

間の保険料を納付したことを覚えている。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、Ｂ市区町村において加入手

続を行った平成３年度以降の国民年金保険料について、申立期間を除き、す

べて納付している。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間直後の保険料を現年

度納付していることから、この時点で時効未到来であった申立期間の保険料

のみを納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1054 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年８月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 57年３月まで 

    ねんきん特別便を確認したところ、昭和 54 年８月から 57 年３月までの

国民年金保険料が還付されていることが判明した。 

昭和 49 年＊月に 20 歳となり、父が、国民年金の加入手続を行い、保険

料を納付してくれており、51 年５月に就職した後も、重複して国民年金

保険料を納付してくれていた。 

その後、昭和 57 年４月に再就職した際に、厚生年金保険に加入してい

た 51 年５月からの国民年金保険料が還付されたが、申立期間については、

国民年金被保険者期間であったはずである。 

このため、申立期間について、保険料が還付済みとされ、納付事実が無

いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、申立人は、申立期間を含む昭

和 49 年６月から 57 年６月までの保険料を現年度納付していることが確認で

き、この時点では、申立期間について、国民年金被保険者資格を有していた

ことが確認できる。 

一方、申立人の厚生年金保険被保険者資格記録については、健康保険厚生

年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票により、昭和

51 年５月 14 日に同資格を取得後、54 年８月１日に喪失し、57 年４月１日に

再取得したことが確認できる。 

しかしながら、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、行政側は、申

立期間を含む昭和 51 年５月から 57 年６月までのすべての期間について、申



立人が厚生年金保険に加入していたことを理由として、同年 10 月に、当該期

間に係る保険料の還付処理を行っていることが確認できる。 

以上のことから、申立期間については、本来、国民年金の強制加入被保険

者とするべき期間であり、国民年金保険料が納付されていたにもかかわらず

還付手続が行われ、未加入期間となっていることについては、行政側による

事務処理の瑕疵
か し

が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



茨城厚生年金 事案 936 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年４月１日から 36年 12月１日まで 

             ② 昭和 36年 12月１日から 38年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②につい

て、脱退手当金が支給済みとなっていることが判明した。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間につい

て脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る脱退手当金については、支給対象期間の最終事業所である

Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から、約２年３か月後の昭

和 40 年７月 16 日に支給決定されており、事業主が申立人の委任を受けて代

理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間の後にある

厚生年金保険被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未

請求となっているが、申立人がこれを失念するとは考え難い上、当該未請求

期間の事業所における厚生年金保険手帳記号番号が、申立期間の事業所にお

ける同記号番号と同一であるにもかかわらず、支給されていない期間が存在

するということは、事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 937 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 55 年 12 月１日に、厚生年金保険被保険

者の資格を申立人が喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行っ

ていたことが認められることから、申立期間について厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、６万 4,000 円とすることが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務していた昭和 55 年 10 月１日から同年 12 月１日までの期間につい

て、記録が無かった旨の回答を受けた。しかし、社会保険庁（当時）の

「年金加入記録のお知らせ」においても、同期間は厚生年金保険の被保険

者となっており、また、厚生年金保険料を控除されている給与明細書もあ

ることから、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ年金基金が保管する、同基金の前身であるＣ年金基金における申

立人の加入員資格記録、及びＡ社の厚生年金保険記録を保管するＤ社から提

出されたＣ年金基金の資格取得確認通知書によると、申立人が昭和 55 年 12

月１日にＡ社で同基金の加入員資格を喪失し、同日にグループ会社であるＥ

社で同資格を取得したことが確認でき、同基金の加入期間に欠落は無い。 

加えて、厚生年金基金の記録が事後訂正された形跡は認められない上、同

基金の届出書の様式が複写式でなかったとする事実も認められない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する昭和 55 年 12

月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出をＡ社が社会保険事

務所に対して行ったことが認められる。 



また、申立人の申立期間の標準報酬月額については、Ｂ年金基金から提出

された「中脱記録照会(回答)」に記載されている額から、６万 4,000 円とす

ることが必要である。 

 



茨城厚生年金 事案 938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 43 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月１日から 44 年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社における

被保険者資格取得日が昭和 44 年４月１日になっており、43 年 11 月１日か

ら 44 年４月１日までの期間については記録が無い旨の回答を受けた。私は、

昭和 43 年 10月に、Ａ社に 44 年４月１日付けで採用されることとなり、申

立期間は、同社においてアルバイトとして勤務しており、手元の給与明細

でも厚生年金保険料の控除が確認できるので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の採用通知及び申立人が同時に入社したとして

名前を挙げた同僚（昭和 43 年 11 月１日被保険者資格を取得）の証言から、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人から提出された給与明細書及び申立期間当時、Ａ社において

人事を担当していた者の証言から、申立人は、申立期間において、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明

細書により確認できる保険料控除額から、２万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行しかたか否かに

ついては、合併によりＡ社の後継会社となったＢ社から提出された、申立人

のＡ社における被保険者資格取得届の控えにより、申立人が同社において昭



和 44 年４月１日に被保険者資格を取得した旨の届出が、社会保険事務所（当

時）に対して行われていることが確認できることから、事業主から社会保険

事務所へ申立てどおりの被保険者資格の取得に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 43 年 11 月から 44 年３月までの

期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ出張

所における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年 10 月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月 30日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社Ｃ出張所における被保険者資格喪失日が昭和 37 年９月 30 日である旨

の回答を受けた。 

私は、昭和 37 年 10 月１日付けで、Ａ社Ｃ出張所から同社Ｄ出張所へ異

動したことから、同社Ｃ出張所における被保険者資格喪失日は、同社Ｄ出

張所における被保険者資格取得日と同日であるはずなので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された「社員名簿」、「退職者カード」及び「在籍証明書」

により、申立人は、昭和 32 年６月から平成８年４月 30 日まで継続して同社

に勤務していたことが確認できるほか、同社から、申立期間に申立人はＡ社

Ｃ出張所に勤務していた旨の回答が得られた。 

また、申立期間後にＡ社Ｄ出張所の社会保険担当者となった者から、申立

期間当時、正社員が他の出張所等へ異動する際には、継続して厚生年金保険

に加入させていたはずである旨の証言が得られたほか、オンライン記録によ

り、申立人が同社Ｄ出張所に異動した 37 年 10 月１日に近接した時期に、同

社の他の出張所から同社Ｄ出張所に異動した者の厚生年金保険の加入記録に

ついて調べたところ、一部の者を除いて、異動時に被保険者期間が欠落して

いる者は見られない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社

Ｃ出張所に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた



ものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ出張所に係る申立人の

健康保険厚生年金保険被保険者原票における昭和 37 年１月の記録から、２万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｂ社は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 37 年 10 月１

日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と誤

って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料の納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主はこれを履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成元年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 15日から同年６月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社から関連

会社であるＢ社に出向していた期間のうち、平成元年３月 15 日から同年６

月１日までの期間について、厚生年金保険の加入記録が無かった旨の回答

を受けた。 

私は、昭和 54 年３月１日からＡ社に継続して勤務していたので、申立期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人は、Ｂ社において、平成元年３月 15 日に

雇用保険被保険者資格を取得し、14 年７月 30 日に離職した記録がある旨の

回答が得られた。 

また、Ｃ社（Ａ社グループの総務人事厚生関係事務を行っている。）に照

会したところ、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成元年６月

１日であることから、申立人について、同社が適用事業所に該当するまでの

期間は、Ａ社における被保険者資格を喪失させるべきではなかった旨の回答

が得られた。 

さらに、申立人から提出されたＡ社及びＢ社の給料明細書により、申立期

間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていることが確認

できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間中Ａ社の厚生年

金保険被保険者として、同社の関連会社であるＢ社に勤務し、申立期間に係



る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における昭

和 63 年 10 月のオンライン記録及び申立人から提出された給与支給明細書か

ら、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主から、申立人の被保険者資格の届出を誤って提出した旨の回

答が得られたことから、事業主は平成元年３月 15 日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年３月から同年５月

までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和

52 年４月 30 日、資格喪失日が 53 年６月１日とされ、当該期間のうち、53 年

５月 20 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険法 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社に

おける資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 12 万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 53年５月 20日から同年６月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社本社に勤

務していた期間のうち、昭和 53 年５月 20 日から同年６月１日までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 50 年４月１日の入社から現在まで、退社したことはないので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 52 年４月 30 日、

資格喪失日が 53 年６月１日とされ、当該期間のうち、53 年５月 20 日から同

年６月１日までの期間は厚生年金保険法 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、Ｂ社の回答から、申立人が申立期間にＡ社本社に勤務して

いたことが確認できるほか、申立人の給与から昭和 53 年５月の厚生年金保険

料が控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係るオンライン記録に

おける申立人の昭和 53 年４月の記録から、12 万 6,000 円とすることが妥当

である。 



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対し誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付して

いないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立期間に係る保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得

日に係る記録を昭和 27 年８月 31 日に、同社Ｃ支店における資格取得日に係

る記録を 30 年７月 30 日に訂正し、申立期間のうち、27 年８月の標準報酬月

額を 8,000 円とし、30 年７月の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 27年８月 31日から同年９月１日まで 

           ② 昭和 30年７月 30日から同年８月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ支店に

勤務していた期間のうち、昭和 27 年８月 31 日から同年９月１日までの期

間及び同社Ｃ支店に勤務していた期間のうち、30 年７月 30 日から同年８

月１日までの期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 20 年 10 月５日の入社から 60 年 10 月１日の退職まで、Ａ社

に継続して勤務していたので、両申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社発行の在籍証明書により、昭和 20 年 10 月１日

から 60 年９月 30 日まで、申立人が継続して同社に勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

申立期間①について、Ａ社Ｄ出張所は、オンライン記録により、申立人が

被保険者資格を喪失した日と同日の昭和 27 年８月 31 日に厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなっていることが確認できるところ、同日に同社Ｄ出

張所において被保険者資格を喪失した４人のうち２人は、厚生年金保険の加

入記録に欠落期間は無いことから、申立人の同社Ｂ支店における資格取得日



を同日とすることが妥当である。 

申立期間②について、Ａ社が保管する「従業員カード」により、申立人は

同社Ｃ支店に勤務していたことが認められることから、申立人の同社Ｃ支店

における資格取得日を同社Ｂ支店の資格喪失日と同日の昭和 30 年７月 30 日

とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ支店の

健康保険労働者年金保険被保険者名簿における昭和 27 年９月の記録から

8,000 円とし、申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係る同社Ｃ

支店の健康保険被保険者名簿における 30 年８月の記録から１万 8,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ａ社は、これを確認できる関連資料が無いため不明としており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 943 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を 24万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から９年１月 31日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、当時貰っていた月給に比べ、平成７

年７月から８年 12 月までの標準報酬月額が低いことに気付き、年金事務所

で確認したところ、勤めていたＡ社の全喪後に標準報酬月額が引き下げら

れていることが判明した。この処理には納得できないので、標準報酬月額

を元の 24万円に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、申

立人が主張する 24 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった平成９年１月 31 日より後の同年２月５日付けで、７年７

月から８年９月までの期間については 11 万円、８年 10 月から同年 12 月まで

の期間については９万 8,000 円に、標準報酬月額が遡及
そきゅう

して引き下げられて

いることが確認できる。 

一方、申立人は、申立期間においても、従前どおりの給与を支給されてい

たと主張しているところ、事業主からは、申立期間における申立人の給与を

引き下げていない旨の回答が得られた。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所がかかる訂正処理を行う合

理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成７年７月から８年 12 月までは 24

万円と訂正することが必要であると認められる。 



茨城厚生年金 事案 944 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を 53万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月１日から同年 10月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、平

成６年６月１日から同年 10 月１日までの期間における標準報酬月額が自分

の所持している給与明細書の金額と大きく相違していることが判明した。 

このため、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額の記録を厚

生年金保険料控除額に見合う額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得時確認および標準報酬決定通知書では、事業主が申立人の申立期間に係る

標準報酬月額を 53 万円として社会保険事務所に届出し、決定されていること

が確認できる。 

また、Ｂ年金基金から提出された申立人に係る基本異動記録によると、申

立人の申立期間に係る報酬標準給与が 53万円であることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報

酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を 53 万円とすることが必要であ

る。 

 



茨城国民年金 事案 1055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 12 月から７年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 12月から７年１月まで 

勤務していた工場の閉鎖により、厚生年金保険被保険者資格を喪失したこ

とから、平成７年３月から同年５月までの間に、社会保険事務所（当時）に

おいて、国民年金の加入手続を行った。 

また、申立期間の保険料については、加入手続の際に、当該社会保険事務

所において、妻の分と併せて３万円ないし５万円を、応対した職員に手渡し

で納付したはずである。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年３月から同年５月までの間に、社会保険事務所において、

国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立期間当時に申立人の居住

地を管轄する社会保険事務所において払い出される国民年金手帳記号は「＊」

であり、申立人には現在の基礎年金番号である厚生年金保険記号「＊」が払い

出される以前に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡が見当たらないこと

から、申立期間において、申立人は、国民年金被保険者資格を有していなかっ

たため、保険料を納付することができない。 

   また、申立人は、申立期間の保険料について、加入手続の際に、社会保険事

務所において、元妻の分と併せて３万円ないし５万円を、応対した職員に手渡

しで納付したと主張しているところ、オンライン記録により、申立人の元妻は、

平成８年 10 月 28 日付で、申立期間（平成６年 12 月８日から７年２月 26 日ま

での期間）の第１号被保険者資格の追加が行われているほか、同年 11 月５日に

過年度納付書が発行され、同年 11 月 28 日に保険料を過年度納付していること

が確認できることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情

も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



茨城国民年金 事案 1056 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年１月から同年５月まで 

会社を退職した後の平成２年１月ころ、市区町村窓口において、国民年金

の加入手続を行い、その後、申立期間の国民年金保険料を含め、継続して保

険料を納付していた。 

このため、申立期間について、保険料の納付事実が確認できないことに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成２年１月ころに会社を退職後、市区町村窓口において国民年

金の加入手続を行ったと主張しているが、仮に、申立人の主張どおりに国民年

金加入手続を行った場合、Ａ社会保険事務所（当時）から払い出される国民年

金手帳記号は「＊」となるところ、申立人の国民年金手帳記号については、３

年８月時点で申立人が居住していたＢ市区町村を管轄する社会保険事務所（当

時）の国民年金手帳記号である「＊」となっていることから、申立人の主張は

矛盾している。 

また、申立人は、申立期間の保険料について、後からまとめて納付したとは

主張しておらず、事実、過年度納付をした形跡は見当たらない。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえ

ず、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



茨城国民年金 事案 1057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年５月から同年９月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年５月から同年９月まで 

社会保険事務所（当時）で納付記録を確認したところ、平成 12 年５月から

同年９月までの国民年金保険料が未納とされていた。 

平成 14 年１月ころに、この時期を過ぎると未納分の保険料の納付ができな

くなる旨の通知が届いたため、同年２月末に、父に 10 万円を預け、申立期間

の保険料を、Ａ信用金庫（現在は、Ｂ信用金庫）Ｃ支店において納付しても

らった。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 14 年２月末に、申立人の父に 10 万円を預け、申立期間に係

る保険料を納付してもらったと主張しているが、申立人自身は保険料の納付に

直接関与しておらず、申立人の父に、納付方法等について聴取したところ、当

時、申立人の父の職場に定期的に来ていたＡ信用金庫の行員に、申立人の申立

期間に係る保険料を預けたとしているものの、領収書を受領した記憶は無く、

当時の担当行員の名前も記憶していないとしており、これ以上、具体的な納付

方法について確認することができず、申立期間当時の具体的な保険料の納付状

況が不明である。 

また、申立期間は、基礎年金番号制度の導入以降であり、申立期間の保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、別の国民

年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえず、ほかに申立期間の保険料

を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



茨城国民年金 事案 1058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から 51 年１月までの期間及び同年２月から 53 年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年１月から 51年１月まで 

② 昭和 51年２月から 53年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、昭和 49 年１月から 51 年１月までの期

間及び同年２月から 53 年３月までの期間の国民年金保険料が未納とされてい

た。 

昭和 51 年１月に婚姻した際に、国民年金の加入手続を行い、申立期間①に

係る夫婦二人分の保険料約５万円をさかのぼって一括納付した。 

申立期間②については、夫婦二人分の保険料を納期限ごとに納付していた

はずである。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年１月に国民年金の加入手続を行い、その後、申立期間①

に係る保険料を一括納付したと主張しているが、申立人が国民年金に加入した

時期は、前後の任意加入者の国民年金手帳記号番号により、53 年２月 28 日か

ら同年３月１日の間であると考えられ、この時点では、申立期間①の大半につ

いては、時効により保険料を納付することはできない。 

また、申立人が国民年金に加入した時期は、前述のとおり、昭和 53 年２月

28 日以降であると考えられることから、申立期間②について、51 年１月の婚姻

後から継続して夫婦二人分の保険料を納付したとする申立人の主張には矛盾が

認められる。 

さらに、申立人は、申立期間②の保険料を後からまとめて納付したことはな

いと主張しており、申立期間②の保険料を過年度納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

加えて、両申立期間について、申立人の夫も保険料が未納である。 



その上、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかが

えず、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が両申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



茨城厚生年金 事案 945 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年７月 20日から 30年２月２日まで 

             ② 昭和 30年２月 16日から 31年３月１日まで 

           ③ 昭和 32年 10月 20日から 34年２月 15日まで 

             ④ 昭和 34年３月 15日から 35年６月 13日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

事業主同士が兄弟で、同一の所在地（Ａ市区町村）にあったＢ社又はＣ

社（現在は、Ｄ社）に勤務していた昭和 29年７月 20日から 30年２月２

日までの期間及び同年２月 16 日から 31 年３月１日までの期間、Ｅ市区

町村にあったＦ社に勤務していた 32年 10月 20日から 34年２月 15日ま

での期間並びにＧ市区町村にあったＨ社に勤務していた同年３月 15 日

から 35 年６月 13 日までの期間について、記録が無かった旨の回答を受

けた。 

各事業所に勤務していたことは間違いないので、各申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、オンライン記録により、「Ｂ社」及び類

似する名称の事業所を検索したものの、申立人が主張する所在地に、該

当する適用事業所は無い。 

また、法務局からは、申立人の主張する所在地に「Ｂ社」という名称

の会社・法人は見当たらない旨の回答が得られた。 

さらに、Ｄ社に照会したところ、申立期間①及び②当時の資料は保存

されていないため、申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用状況

について確認できない旨のほか、同社と「Ｂ社」との関係については不

明である旨の回答が得られた。 



加えて、申立期間①当時にＣ社において厚生年金保険被保険者資格を

有していた者は、いずれも死亡又は連絡先不明のため、照会することが

できない。 

また、申立期間②当時にＣ社において厚生年金保険被保険者資格を有

していた者のうち、存命中で連絡先の判明した３人に照会したものの、

回答の得られた２人からは、申立人の申立期間②に係る勤務状況及び厚

生年金保険の適用状況について具体的な証言は得られなかった。  

さらに、上記回答の得られた二人から、Ｃ社の事業主には弟がおり、

その弟が経営していた事業所の名称は、申立人が主張する「Ｂ社」では

なく、「Ｉ社」であった旨のほか、所在地も、申立人が主張するＣ社と

同一の所在地ではなく、Ｊ市区町村であった旨の証言が得られた。なお、

申立人はＪ市区町村において勤務したことはないと主張している。 

加えて、厚生年金保険記号番号払出簿により、申立人が申立期間①直

後の昭和 30 年２月２日にＫ社において厚生年金保険被保険者資格を取

得していることが確認できるが、申立人は、同社では見習期間があり、

被保険者資格を取得する前の同年１月にはすでに同社に入社していたと

主張していることから、同年２月２日までＢ社又はＣ社に勤務していた

とする申立内容と矛盾している。 

 

２ 申立期間③について、オンライン記録により、「Ｆ社」及び類似する名

称の事業所を検索したものの、申立人が主張する所在地に、該当する適

用事業所は無い。 

  また、上記検索結果により、類似する名称の事業所として５つの事業

所を確認できたものの、いずれも申立人の主張する所在地と異なってい

るほか、各事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の

名前は無い。 

さらに、法務局からは、申立人の主張する所在地に「Ｆ社」という名

称の会社・法人は見当たらない旨の回答が得られた。 

加えて、申立人は、昭和 32年 10 月 20日から 34年２月 15日までの期

間について申立てているが、同期間中に、Ｆ社を退社し、Ｈ社に入社し

たとしながらも、その具体的な入退社時期を記憶していないなど、申立

人の記憶は曖昧
あいまい

である。 

３ 申立期間④について、Ｈ社に照会したところ、申立人に係る勤務状況

及び厚生年金保険の適用状況については確認できない旨の回答が得られ

た。 

また、申立人が名前を挙げた同僚１人は連絡先不明であることから、



申立期間④当時にＨ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた

者のうち、存命中で連絡先の判明した 11人に照会したものの、回答が得

られた５人からは、申立人の申立期間④に係る勤務状況及び厚生年金保

険の適用について具体的な証言は得られなかった。 

 

４ このほか、各申立期間に係る事実を確認できる給与明細書、源泉徴収

票等の資料は無く、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除

をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として各申立期間に係る厚生年

金保険料を各事業主により、給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



茨城厚生年金 事案 946 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月 24日から 48 年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 45年 10 月 24 日から 48 年７月１日までの期間

について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、Ａ社の工場内に住み込みで働き、Ｂの製造を担当してい

た。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは、元事業主の証言から推認

できる。 

一方、Ａ社の元事業主に照会したところ、申立人に係る資料は残存してお

らず、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用については確認できない旨

のほか、申立期間において、申立人の給与から厚生年金保険料を控除した事

実については、不明であり、記憶が無い旨の回答が得られた。 

また、元事業主によれば、申立期間にＡ社において経理事務を担当してい

た元事業主の妻は他界しているとのことであり、証言を得ることができない。 

さらに、申立期間において、Ａ社が経理事務を委託していた会計事務所は、

連絡先不明のため、照会することができない。 

加えて、申立人が名前を挙げた同僚１人は、申立期間において厚生年金保

険の被保険者記録を有しておらず、また、申立期間にＡ社において被保険者

資格を有していた同僚10人のうち、存命中で連絡先が判明した２人に照会し

たものの、回答が得られた１人からは、申立人に係る厚生年金保険の加入に

関する具体的な証言は得られなかった。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の名前



は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録が欠

落したものとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 947 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月 30日から 45 年２月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社における厚生年金保険の加入期間が昭和 43年５月 15日から同年 11

月 30 日までの期間及び 45 年２月１日から 46 年５月 26 日までの期間で

ある旨の回答を受けた。 

私は、昭和 43 年 11 月 30 日から 45 年２月１日までの期間、Ａ社に継

続して勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたこと

が確認できる。 

一方、申立人は、申立期間に社会保険事務を担当していたと主張してい

るところ、Ａ社から提出された申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保

険者資格喪失確認通知書」（昭和 43年 12 月 13 日社会保険事務所受付）に

より、申立人はいったん、昭和 43年 11 月 30 日に被保険者資格を喪失し、

同時に健康保険証も返納していることが確認できるとともに、「健康保険厚

生年金保険被保険者資格取得確認通知書」（45年２月 17日社会保険事務所

受付）により、申立人は 45年２月１日に被保険者資格を再取得しているこ

とが確認できる。この点に関し、Ａ社に照会したところ、申立人の申立期

間における勤務については、届書控え以外の資料は無いため不明としてい

るほか、当時の厚生年金保険の適用についての事情が分かる者はいないが、

被保険者資格を喪失した従業員から保険料を控除することは考えられない

旨の回答が得られた。 



また、申立人が名前を挙げた同僚１人のほか、申立期間にＡ社において

被保険者資格を有していた同僚 10 人及び取得した同僚５人並びに申立人

と同時期に被保険者資格を喪失した同僚１人の計 17 人に照会したところ、

そのうち 10人から回答があり、申立人が勤務していたことは記憶している

旨の証言が得られたものの、申立人の同社における厚生年金保険の加入に

ついて具体的な証言は得られなかった。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 948 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 32年９月１日から 33年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 32 年９月１日から 33 年７月１日までの期間について、記

録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、正社員として勤務していたと記憶しているので、同期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは、当時の同僚の証言から

推認できる。 

一方、申立期間当時のＡ社の事業主の妻で、同社の取締役であった者に

照会したところ、自身は会社に係る事務には全く関係しておらず、事業主

は既に他界しており、当時の資料も残存していないことから、申立人の勤

務及び厚生年金保険の加入状況については不明である旨の回答が得られた。 

また、申立期間中、Ａ社において厚生年金保険被保険者資格を有してい

た者のうち、存命中で連絡先の判明した６人（申立人が名前を挙げた同僚

３人を含む。）に照会したところ、５人から回答が得られたものの、その

うちの４人は申立人の名前に記憶が無いとして、申立人の申立期間に係る

厚生年金保険の加入状況について証言を得ることができなかった。 

さらに、上記回答が得られた５人のうち、１人から、申立期間当時、Ａ

社においては、従業員の出入りが激しく、社会保険に加入するにはある程

度期間を要する場合もあったと思う旨の証言が得られた。 

加えて、申立人が名前を挙げた同僚６人のうち、２人については、Ａ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に名前が見当たらないことから、



同社においては必ずしも全員を一律に厚生年金保険に加入させていなかっ

た事情がうかがえる。 

また、当該名簿には、申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も

見られないことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺

事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月 16日から 27 年４月 16日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ工場

に勤務していた期間のうち、昭和 26 年４月 16 日から 27 年４月 16 日ま

での期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 26年４月に、Ａ社Ｂ工場の下請け会社であるＣ社から同社

に入社し、39年２月にＤ社Ｅ工場に移籍するまで、Ｆ担当として継続し

て勤務しており、社会保険料も控除されていた記憶があるので、申立期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者資格を有していた

者 10人に照会したところ、９人から回答が得られ、そのうち、申立人と同

じ職場に勤務していた同僚１人から、申立人が昭和 27年４月から勤務して

いたことは記憶しているが、それ以前に勤務していたか否かについては、

記憶していない旨の回答が得られた。 

また、申立人が名前を挙げた同僚のうち存命中で連絡先が判明した者４

人に照会したところ、全員から回答が得られたものの、申立人の勤務状況

等について、具体的な証言を得ることができなかった。 

さらに、Ａ社に照会したところ、申立期間の資料が残存していないため、

申立人の勤務状況及び厚生年金保険の加入に係る取扱いについては確認で

きない旨の回答が得られた。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 10月 31日から 44 年４月 18日まで 

           ② 昭和 45年２月２日から同年４月 14日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ工場

（現在は、Ｃ社）に勤務していた申立期間①及びＤ社（現在は、Ｅ社）

に勤務していた申立期間②について、加入記録が無いことが判明した。 

両申立期間中、両事業所に勤務していたことは間違いなく、厚生年金

保険にも加入していた記憶があるので、当該期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 労働局に照会したところ、申立人のＡ社Ｂ工場及びＤ社における雇用

保険被保険者記録について、所定労働時間は確認できないものの、それ

ぞれ申立期間に係る加入記録がある旨の回答が得られた。 

 

２ しかし、申立期間①について、Ｆ社に照会したところ、同社が管理す

る、厚生年金保険の加入の有無等が確認できる「従業員名簿」では、「Ｇ」

及び「Ｈ」欄に記載が無いことから、申立人は健康保険及び厚生年金保

険に加入していなかったと思われる旨のほか、同名簿の「雇用区分」に

より、申立人は「Ｉ職」として勤務していたと思われる旨の回答が得ら

れた。 

  また、申立人が名前を挙げた同僚について、オンライン記録により氏

名検索を行ったものの、該当する者を特定することができないほか、申

立人も連絡先について分からないとしていることから、申立人に係る厚

生年金保険の加入に関する具体的な証言を得ることができない。 

 

３ 申立期間②について、Ｅ社に照会したところ、資料が残存していない



ため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の加入に関する具体的な内容

は不明である旨の回答が得られた。 

また、Ｅ社の総務担当者からは、申立人について、事業主を含め、申

立期間に勤務していた全員が不明であるとしている旨のほか、勤務期間

が短いことから、申立人は正社員扱いではなかったと思われる旨の回答

が得られた。 

さらに、申立人が申立期間に一緒に勤務していたとして名前を挙げた

同僚に照会したものの、回答は得られなかった。 

加えて、オンライン記録により、当該同僚は、申立期間に、Ｄ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格を有していないことが確認できる。 

 

４ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除

された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立

人の両申立期間における厚生年金保険の控除をうかがわせる関連資料、

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年

金保険料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めること

はできない。



茨城厚生年金 事案 951 （事案 637の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 25年４月から 26年３月まで 

           ② 昭和 26年４月から 31年３月まで 

           ③ 昭和 45年８月から 48年７月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②及び

Ｃ社に勤務していた申立期間③について、厚生年金保険の被保険者とし

て認められなかった。 

各申立期間において、それぞれの会社に勤務していたにもかかわらず、

厚生年金保険の被保険者として認められないことに納得できない。 

今回、各申立期間に係る新たな資料として、写真を提出するので、各

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

各申立期間に係る申立てについては、申立人が、各申立事業所における

厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を各事業主により給与から控

除されたいたことを裏付ける資料は無いほか、オンライン記録により各申

立事業所を検索したところ、厚生年金保険の適用事業所は見当たらない等

を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 21年 12月 16日付け年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料として「Ｃ社」に勤務していた際に撮影し

た写真を提出しているが、厚生年金保険料の控除についての記載は無く、

また、申立期間①及び②に係る新たな資料の提出は無い。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が、厚生年金保険の被保険者として各申立期間に係る厚

生年金保険料を各事業主により、給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 



茨城厚生年金 事案 952 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から 56 年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 55年 10月１日から 56年４月１日までの期間について、加

入記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、Ａ社に勤務していたことは間違いないので、同期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に照会したところ、昭和 61年８月の水害により、申立期間当時の書

類を消失しているため、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の加入状況に

ついて確認することはできない旨の回答が得られた。 

また、Ａ社は、申立期間以前から、入社後３か月間を見習期間としてお

り、同期間中、新入社員については厚生年金保険には加入させていないと

しているほか、３か月経過後、意思確認を行った上で、加入させるか否か

を決めており、当時、同社には厚生年金保険に加入していない者がいたと

している。 

さらに、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を有

していた 11人（申立人が名前を挙げた同僚１人を含む。）に照会したとこ

ろ、８人から回答があり、そのうちの４人から、同社には、３か月間の見

習期間があり、自身も見習期間中は厚生年金保険に未加入であった旨の証

言が得られたほか、２人から、見習期間の３か月を経過した後、同社から

厚生年金保険の加入について意思確認を受けた旨の証言が得られた。 

加えて、申立期間当時のＡ社の従業員数について、同僚５人に照会した

ものの、従業員数を特定することができなかったため、厚生年金保険の適

用の取扱いについて推認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険者原票綴りには、申立人の原票



は無く、申立期間において健康保険整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 953 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月１日から 55年９月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、昭和 54 年９月１日から 55 年９月１日までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

Ａ社には、昭和 54年９月１日から 56年３月 30日まで継続して勤務し

ていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社において、申立期間に厚生年金保険被保険者資格を有していた複数

の同僚の証言から、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

一方、申立人と同日に入社した同僚に照会したところ、申立人と同様に、

申立期間について厚生年金保険に未加入であった旨の証言が得られ、事実、

当該同僚から提供された同期間に係る給与明細書では、厚生年金保険料が控

除されていないことが確認できるとともに、同社では、従業員の出入りが頻

繁であったために、新たに入社した従業員の厚生年金保険への加入は、入社

後すぐではなかった旨の証言も得られた。 

また、申立人が名前を挙げた同僚一人に照会したところ、申立人の申立

期間における厚生年金保険の加入について具体的な証言は得られなかった。 

さらに、事業主に照会したところ、平成 20 年５月末日で、Ａ社は廃業し

ており、申立人に関することは不明であるとしている。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する



と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 39年９月から 42年３月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していた昭和 39 年９月から 42 年３月１日までの期間

について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間当時、Ｃ職員として勤務していたことは間違いなく、また、

Ａ社における従業員の雇用形態は、Ｃ職員を含め、全員が正社員扱いで

あったはずであるので、同期間について厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に照会したところ、同社から提出された「Ｃ職員コード控及び入社

受付簿」により、昭和 40年１月１日から 42 年 11月１日までの期間につい

て、申立人が同社に勤務していたことは確認できる。 

一方、Ｂ社は、厚生年金保険の加入に関する職員登録期間を明確に特定

できる資料が無いため、申立人の厚生年金保険の加入に関する具体的な内

容については不明であるとしている。 

また、申立人が名前を挙げた同僚二人に照会したところ、一人から回答

があり、「申立人は私より１年半くらい後（昭和 40年１月か同年２月ごろ）

にパートで入社したと思う。」旨のほか、「世帯主がいる場合は、本人の

希望により厚生年金保険に加入しない人が多かった。」旨の証言が得られ

た。 

さらに、申立人の国民年金被保険者台帳によれば、申立人は、昭和 35年

10月１日に国民年金被保険者資格を取得し、申立期間を含む 38年４月から

44年３月までの国民年金保険料を申請免除していることが確認できる。 

加えて、労働局に照会したところ、申立期間に申立人は雇用保険に加入



していない旨の回答が得られた。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 955 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月 21日から 54 年１月６日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

Ａ社に勤務していた期間のうち、Ｂ社（現在は、Ｃ社）からＡ社Ｄ工場

（現在は、Ａ社Ｅ事業所）に出向復帰した際の期間が、空白期間となっ

ていることが判明した。 

勤務期間中、Ａ社の出向命令により同社Ｄ工場から同社の系列会社で

あるＢ社へ出向していたものの、昭和 43 年３月 26 日に入社してから平

成 22 年２月 28 日に退職するまで、Ａ社の社員として、同社に継続して

勤務していたことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社Ｄ工場に勤務していたことは、同社から提出さ

れた在籍証明書及び人事記録により確認できる。 

一方、労働局に照会したところ、申立人の雇用保険被保険者記録につい

て、Ｃ社における離職年月日が昭和 53 年 12 月 20日、出向復帰後のＡ社Ｅ

事業所における同資格取得日が 54 年１月６日である旨の回答が得られた。 

また、Ｆ企業年金基金から提出された申立人に係る厚生年金基金の加入

員資格喪失届及び同資格取得届により、申立人は、Ａ社において、昭和 52

年９月 21日に加入員資格を喪失し、54年１月６日に同資格を再取得してい

ることが確認できる。 

さらに、Ａ社に照会したところ、申立期間における厚生年金保険料の控

除方式について、翌月控除であった旨の回答が得られたところ、申立人が

所持する同社Ｄ工場が発行した昭和 54年１月分の給与金計算書では、53年

12月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 



加えて、Ａ社から、申立期間において、申立人は、厚生年金保険の被保

険者資格を有していなかったことから、厚生年金保険料は控除されていな

かった旨の回答が得られた。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 956 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年９月 25日から 33 年 10月 28日まで              

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していた申立期間について、昭和 34 年４月 13 日に脱

退手当金が支給済みとなっていることが判明した。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間につ

いて脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約６か月後

の昭和 34 年４月 13 日に、申立期間に係る脱退手当金が支給決定されてい

るとともに、申立期間に係る脱退手当金の実支給額についても法定支給額

と一致しており、計算上の誤りも無いなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、当時は「通算年金通則法」（昭和 36年法律第 181号）の創設前で

あり、将来の年金受給資格については厚生年金保険単独で計算されていた

ことから、厚生年金保険の被保険者期間が 25か月であるとともに、申立期

間の事業所を退職後、昭和 38年１月まで厚生年金保険の加入歴が無い申立

人が、申立期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえな

い。 

なお、Ｂ社に照会したところ、申立期間当時の事業主は既に他界してお

り、他に当時の脱退手当金の取扱いについて承知している者がおらず、ま

た、関係資料も残存していないため、当時の脱退手当金の取扱いについて

は不明である旨の回答が得られた。 

さらに、申立人に申立期間当時の状況を聴取しても申立期間に係る脱退

手当金を受給した記憶が無いと主張するのみで、ほかに申立人が申立期間

に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 957 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月から 55年５月まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 51 年 10 月から 55 年５月までの期間について、

加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、申立期間当時、正社員としてＡ社に勤務していたので、申立期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務期間は不明であるが、申立人がＡ社に勤務していたことは複数の同

僚の証言から推認できるものの、雇用保険の加入記録により、申立人は、

同社以外の事業所において、昭和 51 年２月 26 日に雇用保険被保険者資格

を取得し、52年３月 15日に離職したことが確認できる。 

また、申立人が名前を挙げた同僚及び申立期間にＡ社において厚生年金

保険被保険者資格を有していた者のうち、存命中で連絡先の判明した８人

に照会したところ、４人から、同社は従業員の希望により厚生年金保険に

加入させていた旨の証言が得られた。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚のうち、１人はＡ社における被保険

者資格を有していないことが確認できるほか、申立期間の従業員数につい

て、申立人及び上記回答が得られた同僚は 50 人ないし 60 人であったとし

ているところ、当該期間において被保険者資格を有していた者は 30人程度

であったことから、申立期間において、同社では、必ずしも従業員全員を

一律に厚生年金保険に加入させていなかった事情がうかがえる。 

加えて、Ａ社の元事業主に照会したものの、申立期間の書類は一切残存

していないとして、申立人に係る厚生年金保険の適用に関する具体的な証

言は得られなかった。 



また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所であった期間（昭和 44年８月１

日から 55 年５月 15 日まで）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 958（事案 617の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年５月から 34年６月まで 

             ② 昭和 37年７月から 38年８月まで 

    Ａ社及びＢ社に勤務していた期間について、厚生年金保険の被保険者

として認められなかった。 

両事業所に勤務していたことは間違いないのに、厚生年金保険の被保

険者として認められないことに納得がいかない。 

前回の申立てに係る調査及び審議は不十分であると考えられるので、

両申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、事業主が既に他界している上、社

会保険担当者も確認できないため、申立人の勤務状況等について照会する

ことができないほか、申立事業所においては必ずしも全員を一律に厚生年

金保険に加入させていなかった事情がうかがえることを理由として、また、

申立期間②に係る申立てについては、申立事業所が厚生年金保険の適用事

業所に該当したのが申立期間後であることのほか、同僚から申立人に係る

勤務状況等について具体的な証言は得られなかったことを理由として、既

に当委員会の決定に基づく平成 21年 11月 26日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の申立時とは異なり、申立期間①の事業所名につ

いて「Ｃ社」、申立期間②の事業所名について「Ｄ社」であったとして、

申し立てているが、オンライン記録により当該事業所名及び類似の名称を

含む事業所を検索したところ、「Ｃ社」及び類似の名称を含む事業所は無

く、また、Ｅ都道府県に「Ｄ社」が存在していることが確認できたものの、

同社に係る被保険者名簿に、申立人の名前は無い。 



また、申立人は、前回の申立時に、申立期間①の事業所名は「Ｆ社」で

あったとしているところ、今回、同社の社長であった者として、新たにそ

の者の名字を挙げているが、同社に係る被保険者名簿に同姓の者が見当た

るものの、既に他界しており、申立人の勤務状況等について証言を得るこ

とができない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が、厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚

生年金保険料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。



茨城厚生年金 事案 959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 10日から 45 年５月 10日まで 

    私は、Ａ社に入会し、昭和 44 年３月 10 日から、Ｂ市区町村のＣ社に

勤務していたが、厚生年金保険の加入記録は、Ｄ社の連合会と思われる

Ｅ社で 45 年５月 10 日から同年 11 月５日までしかなかった。昭和 44 年

３月 10日から 45年５月 10日までの厚生年金保険の加入記録が抜けてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びＦ社（Ｅ社から名称

変更した任意団体）が保管しているＥ社に係る「厚生年金保険加入者一覧」

とも、申立人の資格取得日は昭和 45 年５月 10 日と記録されており、オン

ライン記録の資格取得日と一致している。 

また、申立期間において、申立人及び申立人が名前を挙げた同僚６人は、

上記被保険者名簿及び加入者一覧に登載されていない。 

さらに、申立人は申立期間において勤務していたのはＥ社ではなく、Ｃ

社であったと主張しているところ、同専売所は、厚生年金保険の適用事業

所としての記録を確認できない。 

このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期間における厚生

年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



茨城厚生年金 事案 960 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月 25日から９年９月 21日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、平成８年８月 25 日から９年９月 21 日までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

    申立期間に勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   労働局に照会したところ、申立人は、平成２年７月 21 日から８年８月

25日までの期間に、Ａ社において雇用保険被保険者資格を有していた旨の

回答が得られ、当該期間はオンライン記録における厚生年金保険の被保険

者期間と一致していることが確認できる。 

また、申立期間にＡ社に勤務していた同僚 15人（申立人が名前を挙げた

同僚１人を含む。）に照会したところ、６人から回答が得られ、そのうち

の１人から、申立期間に申立人は勤務していなかった旨の証言が得られた。 

さらに、申立期間の事業主から、申立期間の資料は残存しておらず、申

立人に関する記憶も無いとしており、申立人の申立期間における勤務につ

いて具体的な証言は得られなかった。 

加えて、申立期間の総務事務担当者から、申立人の申立期間における勤

務については不明であるものの、給与から厚生年金保険料を控除しながら

も、被保険者資格の喪失手続を行うようなことは無い旨の証言が得られた。 

また、オンライン記録により、申立人は、申立期間において、国民年金

被保険者資格を有し、当該期間に係る国民年金保険料について、全額申請

免除手続を行っていることが確認できる。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され



た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 961 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保  

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月１日から 34年１月１日まで 

             ② 昭和 35年５月 1日から 39年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、昭和 33 年４月１日から 34 年１月１日までの期間

及び 35 年５月１日から 39 年４月１日までの期間について、記録が無か

った旨の回答を受けた。 

 しかし、私は、昭和 33 年４月１日から 39年４月１日まで、継続して

Ａ社に勤務していたので、両申立期間について厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、申立人がＡ社に勤務していたことは、同

僚の証言から推認できる。 

  一方、当時の事業主の連絡先は不明であることから、申立人の勤務状

況及び申立期間に係る厚生年金保険料の控除について証言を得ることが

できない。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人と同期に入社した同僚一人から、申立人

は商品拡販のためＢに派遣されていた旨の証言が得られたものの、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険の適用について具体的な証言は得られ

なかった。 

また、申立人と同じく販売員であった同僚二人から、試用期間があっ

た旨の証言が得られ、事実、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により、当該同僚の厚生年金保険被保険者資格取得日は、自身が記

憶する入社時期より数か月程度遅れていることが確認できることから、

申立期間において、同社では、従業員全員を必ずしも入社と同時に厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

 



３ 申立期間②について、適用事業所名簿により、Ａ社は、昭和 35年５月

１日に、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認

できる。 

また、上記適用事業所名簿では、Ａ社は、昭和 35年５月１日に、Ｃ市

区町村からＤ市区町村へ移転していることが確認できるところ、法務局

から、同市区町村に「Ａ社」という名称の会社及び法人は見当たらない

旨の回答が得られたほか、オンライン記録により、「Ａ社」及び類似の

名称を含む事業所を検索したところ、申立期間において、該当する適用

事業所は無い。 

さらに、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格を昭和 35年５月１日

付けで喪失した者のうち、存命中で連絡先の判明した 25人に照会したと

ころ、回答が得られた９人のうちの８人は、申立期間に係る厚生年金保

険料の控除について、不明としている。 

 

４ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除

された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立

人の両申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、

周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年

金保険料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めること

はできない。



茨城厚生年金 事案 962 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年８月 25日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ工場

に勤務していた申立期間について、脱退手当金が支給済みとなっている

ことが判明した。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について脱

退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の

算出の基礎となる金額が計算されたことを示す記録があるとともに、申立

期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の

昭和 20年 11月 29日に、申立期間に係る脱退手当金が支給決定されており、

申立期間以外に脱退手当金の計算の基礎となるべき未請求期間は無く、申

立期間に係る脱退手当金の実支給額についても法定支給額と一致し、計算

上の誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

厚生年金保険被保険者資格喪失日及び脱退手当金の支給決定日が同日であ

る者が二人おり、そのうちの一人から、当時、脱退手当金を受給した旨の

証言が得られた。 

なお、Ａ社は昭和 20 年８月 25 日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっている上、本社所在地が不明のため、当時の脱退手当金の取扱い

について照会することができない。 

さらに、当時は「通算年金通則法」（昭和 36 年法律第 181 号）の創設前

であり、申立人から聴取しても申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶

が無いと主張するのみで、ほかに申立人が申立期間に係る脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 963 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月２日から 35年７月 29日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ工場

に勤務していた申立期間について、脱退手当金が支給済みとなっている

ことが判明した。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間につ

いて脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約

２か月後の昭和 35 年 10 月３日に、申立期間に係る脱退手当金が支給決定

されているとともに、申立期間以外に脱退手当金の計算の基礎となるべき

未請求期間は無く、申立期間に係る脱退手当金の実支給額についても法定

支給額と一致し、計算上の誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、オンライン記録上、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険整

理番号の前後 100 人のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日の

前後２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給資格がある女性は 38人お

り、そのうち脱退手当金の支給記録がある者は、申立人を除いて 29人いる

ことが確認でき、そのうち 27人は資格喪失日から５か月以内に脱退手当金

の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についてもその委任

に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、当時は「通算年金通則法」（昭和 36 年法律第 181号）の創設前

であり、将来の年金受給資格については厚生年金保険単独で計算されてい

たことから、Ａ社Ｂ工場における被保険者期間が 39月である申立人が同社

を退職後、申立期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さはみられ

ない。 



加えて、申立人から聴取しても申立期間に係る脱退手当金を受給した記

憶が無いと主張するのみで、ほかに申立人が申立期間に係る脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 964（事案 713の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月 25日から 31 年５月 20日まで 

Ａ社に勤務していた昭和 29年４月 25日から 31年５月 20日までの期

間について、厚生年金保険の被保険者として認められなかった。 

Ａ社に正社員として勤務していたことは間違いなく、厚生年金保険の

被保険者として認められないことに納得がいかない。 

今回、Ａ社に勤務していた際の写真を提出するので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立期間にＡ社における厚生年金保

険被保険者資格を有していた者から、入社と同時に厚生年金保険に加入し

ていなかったとして、見習期間があった旨の証言が得られ、事実、当該同

僚のほか回答が得られた他の同僚の厚生年金保険の加入時期が、自身が証

言する入社時期より数か月から２年程度遅れていることが確認できたこと

のほか、同社の事務担当者から、申立人は、正社員ではなく、見習いとし

て入社した旨の証言が得られたこと等を理由として、既に当委員会の決定

に基づく平成 22 年３月３日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

今回、申立人から新たな資料として提出された写真のうち、一枚には、

「Ｂ」及び「30.１.５」の記載のほか、28人の者を確認することができる

が、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、撮影日と考えら

れる昭和 30 年１月時点で被保険者資格を有していた者は 19 人であること

から、申立期間において、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険

に加入させる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

また、申立人は、申立期間にＡ社において一緒に勤務していた者として、

新たに、同僚及び代表者の親族の名前を挙げているが、同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿では、それらの者の名前を確認することがで

きない。 



これらの事情を総合的に判断すると、申立人が新たに提出した資料及び

主張は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そ

の他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により、給与から

控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 48年３月まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 47年 10月から 48年３月までの期間について、記録が無か

った旨の回答を受けた。 

しかし、Ａ社に勤務していたことは間違いないので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の社名変更後の事業所であるＢ社の回答から、申立人が申立期間に

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人が名前を挙げた同僚２人及び申立期間にＡ社に勤務して

いた同僚 10人の計 12人のうち、連絡先が判明した８人に照会したところ、

回答のあった２人から、申立期間当時、入社後３か月の試用期間があり、

その間は社会保険に加入できなかった旨のほか、そのうちの１人から、試

用期間終了後も、社会保険への加入、未加入については本人の希望により

決められていた旨の証言が得られた。 

また、Ｂ社からは、申立期間において、年度途中に採用した社員につい

ては、定着性を見定めるため、最低３か月、社員によってはそれ以上の試

用期間を設けており、その間は、本人の希望により社会保険への加入、未

加入を決めていた旨の回答が得られた。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚二人は、資格取得月が入社月より３

か月ないし 13か月後になっていることから、Ａ社では、必ずしも、入社と

同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

加えて、Ｂ社及び同僚照会で回答のあった８人からは、申立人の厚生年

金保険の加入について、具体的な証言は得られなかった。 



また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票綴に申立人の原票

は無く、健康保険整理番号に欠番もない。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


